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医官等の兼業の承認に係る審査基準の細目等について（通知）

医官及び歯科医官（以下「医官等」という。）の兼業については、従来から兼
業・兼職制度の趣旨の徹底に努めてきたにもかかわらず、先般、６２名の医官等
が無承認の兼業を行っていたという事実が判明し、私企業への関与制限等違反と
して３６名の医官等に対する懲戒処分が実施されたところであり誠に遺憾である。
これを受けて、医官等に対して兼業・兼職制度の趣旨の一層の徹底を図るため、

隊員の兼業及び兼職の承認の基準について（防人３第３８２６号。４１．１０．
１。以下「通達」という。）の運用に関し、医官等の兼業の承認に係る審査基準
の細目が別紙のとおり定められたので通知する。
また、貴職管下の医官等に対して、隊員の兼業・兼職に関し下記の事項につい

て周知し、医官等の兼業承認手続に遺漏のないよう措置するとともに、医官等が、
報酬を受けないで自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第６３条に規定する職
又は地位に就き、あるいは事業を行う場合においても、職務の遂行に支障が生じ
たり、隊員としての信用を失墜させることのないよう指導を徹底されたく、併せ
て通知する。
なお、兼業の承認の基準の運用に係る統一性を確保するため、医官等から兼業

の承認申請があった場合には、当分の間、速やかに人事教育局人事第１課長あて
通知されたい。

記

１ 隊員の兼業は、自衛隊法第６２条第１項及び第２項、第６３条、自衛隊法施
行規則（昭和２９年総理府令第４０号）第６１条第１項、第６３条並びに隊員
の分限、服務等に関する訓令（昭和３０年防衛庁訓令第５９号。以下「訓令」
という。）第１４条の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者（以下「承
認権者」という。）の承認を得て行うもののほか、禁止されていること。

２ 兼業の承認を受けようとする場合には、訓令第１５条第１項の規定により、
兼業・兼職承認申請書を承認権者に提出しなければならないこと。

３ 兼業の承認又は不承認に係る審査の基準は、自衛隊法施行規則第６１条第１
項、通達及び別紙の審査基準の細目の規定によること。
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医官等の兼業の承認に係る審査基準の細目

１ 医官の兼業について、医療機関等（医育機関を除く。）を兼業先とするもの
については、次に掲げるものを除いて、原則として承認しないものとする。た
だし、当該医官が特殊又は高度な知識又は技能を有していることにより当該医
官以外の医師では代替し難い場合等、特殊な事情が認められる場合については
例外的に承認することができる。
⑴ 公的医療機関及び公的研究機関
⑵ 日本専門医機構が専門研修施設として認定した医療機関
⑶ 救急病院及び救急診療所
⑷ 離島、へき地に所在していること等により当該医官以外の医師を確保する
ことが困難な医療機関等

２ 歯科医官の兼業について、公的医療機関及び公的研究機関以外の医療機関等
（医育機関を除く。）を兼業先とするものについては、原則として承認しない
ものとする。
ただし、当該歯科医官が特殊又は高度な知識又は技能を有していることによ

り当該歯科医官以外の歯科医師では代替し難い場合や、兼業先が離島、へき地
に所在していること等により当該歯科医官以外の歯科医師を確保することが極
めて困難である場合等、特殊な事情が認められる場合については例外的に承認
することができる。

３ 兼業のため自己の勤務時間を割くこととなる場合については、原則として承
認しないものとする。また、やむを得ず、当該医官等の兼業先における勤務時
間が防衛省における勤務時間と重なる場合については、年次休暇の取得等の措
置を講じることを条件として承認することができる。

４ 兼業の頻度、兼業先における勤務時間等については、個々の案件ごとに職務
遂行上の支障の有無等の観点から審査するが、例えば、当該医官等の兼業先に
おける勤務時間が長時間にわたる等、兼業が心身の著しい疲労を招くおそれが
あると認められる場合等については、原則として承認しないものとする。

５ 兼業によって得られる報酬については、過去の承認例等を踏まえて審査する
が、社会通念上妥当な額を著しく上回る報酬である場合等については、承認し
ないものとする。


